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平 成 １ ７ 年 度 河 川 指 定 等 一 覧 表

（注：変更欄の上段（ ）書は、変更後の当該河川の総延長である。）

指定等の延長（km）

水 系 名 河 川 名 都道府県名 指 定 等 の 理 由 備 考

（市町村名） 新規 変 更 廃止

増 減

新潟県 (1.7) 魚野川の河川整備計画の策定に当たり現地を確認し 区間縮小しなのがわ ふきざわがわ

信濃川 吹木沢川 （南魚沼市） 0.2 たところ、小規模河川改修事業（補助）で実施した改△

修工事が平成１４年度に完成していたことが確認され

たことから下流端を変更。

新潟県 (1.3) 魚野川の河川整備計画の策定に当たり現地を確認し 区間縮小しなのがわ きたさわがわ

信濃川 北沢川 （塩沢町） 0.7 たところ、昭和５８年度に塩沢町土地改良区が実施し△

た圃場整備事業により下流端が変更されていたことが

確認されたことにより下流端を変更。

岐阜県 (5.2) 吉田川上流域における土地改良事業が平成１６年度 区間縮小じんつうがわ よしだがわ

神通川 吉田川 (飛騨市) 0.02 に完成したことから上流端を変更。△
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指定等の延長（km）

水 系 名 河 川 名 都道府県名 指 定 等 の 理 由 備 考

（市町村名） 新規 変 更 廃止

増 減

長野県 (0.5) 土地区画整理事業及び土地改良事業が平成１４年度 区間延長てんりゅうがわ ねぎやざわがわ

天竜川 ねぎや沢川 （飯田市） 0.1 に完成したことから下流端を変更。

(0.4) 区間縮小かんのんざわがわ

観音沢川 （飯田市） 0.1△

(4.5) 区間縮小うすいがわ

臼井川 （飯田市） 0.04△

兵庫県 (1.1) 床上浸水対策特別緊急事業（補助）の実施により調 区間延長よどがわ てらはたまえかわ

淀川 寺畑前川 （川西市） 0.1 節池を設置するために上流端を変更。

京都府 (0.8) 日吉ダムの適正な管理を行うために堤体非越流部高 区間延長よどがわ かきのきたにかわ

淀川 柿ノ木谷川 （日吉町） 0.04 の範囲までを河川区域指定する必要があることから上

流端を変更。

滋賀県 (0.6) 水利使用計画の中止に伴い上流端の変更又は廃止。 区間縮小よどがわ すまたがわ

淀川 須亦川 （木之本町） 2.8△

ひのうらがわ

日ノ裏川 （木之本町） 1.7 廃止

滋賀県 (3.9) 広域河川改修事業（補助）による放水路延伸工事が 区間延長よどがわ ながはましんせん

淀川 長浜新川 （長浜市） 1.2 平成１６年度に完成し、平成１７年度から通水を開始

することから上流端を変更。
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指定等の延長（km）

水 系 名 河 川 名 都道府県名 指 定 等 の 理 由 備 考

（市町村名） 新規 変 更 廃止

増 減

兵庫県 1.8 嶋川及び田多地川については、小野川放水路事業に 新規指定まるやまがわ しまかわ

円山川 嶋川 （豊岡市） 伴い付け替えられた河川であるが、平成１６年１０月

の台風２３号による出水で氾濫し放水路左岸側一帯が

浸水した。このことで放水路の河川管理施設にまで影

（豊岡市） 0.4 響を及ぼしたことから、放水路と一体となった適正な 新規指定ただちがわ

田多地川 管理が必要なため指定。

福岡県 (1.9) 明星寺川（一部準用河川）の支川姿川（準用河川） 区間延長おんががわ みょうじょうじがわ

遠賀川 明星寺川 （飯塚市） 1.4 において床上浸水対策特別緊急事業（補助）を実施し

（穂波町） 遊水地を設置することから上流端を変更。

すがたがわ

姿川 （飯塚市） 1.0 新規指定

（穂波町）

大分県 0.5 床上浸水対策特別緊急事業（補助）の実施により放 新規指定おおいたがわ もちだがわ

大分川 餅田川 （大分市） 水路工事が平成１６年度に完成し、平成１７年度に通

水を開始することから指定。


